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告 示

鳥取県告示第464号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成16年法律第112号) 第２条第２項の規定

による指定地方公共機関として平成17年６月10日次のとおり指定したので告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県知事 片 山 善 博

日本海テレビジョン放送株式会社

株式会社山陰放送

山陰中央テレビジョン放送株式会社

株式会社エフエム山陰

鳥取県告示第465号

児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第21条の10第１項の規定に基づき､ 指定居宅支援事業者を指定したので､

同法第21条の23の規定により次のとおり告示する｡

平成17年６月10日
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鳥取県西部総合事務所長 青 木 茂

鳥取県告示第466号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第17条の４第１項の規定に基づき､ 指定居宅支援事業者を指定し

たので､ 同法第17条の23の規定により次のとおり告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県西部総合事務所長 青 木 茂

鳥取県告示第467号

知的障害者福祉法 (昭和35年法律第37号) 第15条の５第１項の規定に基づき､ 指定居宅支援事業者を指定した

ので､ 同法第15条の23の規定により次のとおり告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県西部総合事務所長 青 木 茂

鳥取県告示第468号
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名 称

主たる事務所

の所在地

児童居宅生活支援事業

を行う事業所の名称

児童居宅生活支援事

業を行う事業所の所

在地

児童居宅支援

の種類 指定年月日

社会福祉法

人大山町社

会福祉協議

会

西伯郡大山町

赤坂764

社会福祉法人大山町社

会福祉協議会指定居宅

介護事業所中山支所

西伯郡大山町赤坂

764

居宅介護 平成17年６月１日

名 称

主たる事務所

の所在地

身体障害者居宅生活支

援事業を行う事業所の

名称

身体障害者居宅生活

支援事業を行う事業

所の所在地

身体障害者居

宅支援の種類 指定年月日

社会福祉法

人大山町社

会福祉協議

会

西伯郡大山町

赤坂764

社会福祉法人大山町社

会福祉協議会指定居宅

介護事業所中山支所

西伯郡大山町赤坂

764

居宅介護 平成17年６月１日

名 称

主たる事務所

の所在地

知的障害者居宅生活支

援事業を行う事業所の

名称

知的障害者居宅生活

支援事業を行う事業

所の所在地

知的障害者居

宅支援の種類 指定年月日

社会福祉法

人大山町社

会福祉協議

会

西伯郡大山町

赤坂764

社会福祉法人大山町社

会福祉協議会指定居宅

介護事業所中山支所

西伯郡大山町赤坂

764

居宅介護 平成17年６月１日



介護保険法 (平成９年法律第123号) 第75条の規定に基づき､ 指定居宅サービス事業者から事業所の所在地を

変更した旨の届出があったので､ 同法第78条の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県日野総合事務所長 狩 野 宏

鳥取県告示第469号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第82条の規定に基づき､ 指定居宅介護支援事業者から事業所の所在地を

変更した旨の届出があったので､ 同法第85条の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県日野総合事務所長 狩 野 宏

鳥取県告示第470号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第82条の規定に基づき､ 指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援

事業を廃止した旨の届出があったので､ 同法第85条の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県日野総合事務所長 狩 野 宏

鳥取県告示第471号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 次のとおり特定非営利活動法人

の設立の認証の申請があったので､ 同条第２項の規定により告示する｡

特定非営利活動促進法第10条第１項第１号､ 第２号イ､ 第５号､ 第７号及び第８号に掲げる書類は､ 平成17年

７月30日までの間､ インターネットを利用する方法により公衆の縦覧に供する｡
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氏名 (名称及び代表

者の氏名)

住所 (主たる事務所

の所在地)

居宅サービス事業を

行う事業所の名称

居宅サービス事業を行

う事業所の所在地
変更年月日

江府町

町長 竹内敏朗

日野郡江府町大字江

尾475

江府町国民健康保険

江尾診療所

日野郡江府町大字江尾

2088－３

平成17年３月25日

氏名 (名称及び代表

者の氏名)

住所 (主たる事務所

の所在地)

居宅介護支援事業を

行う事業所の名称

居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地
変更年月日

江府町

町長 竹内敏朗

日野郡江府町大字江

尾475

江府町居宅介護支援

事業所

日野郡江府町大字江尾

2088－３

平成17年３月25日

氏名 (名称及び代表

者の氏名)

住所 (主たる事務所

の所在地)

居宅介護支援事業を

行っていた事業所の

名称

居宅介護支援事業を行っ

ていた事業所の所在地 廃止年月日

社会福祉法人日南町

社会福祉協議会

日野郡日南町霞729 社会福祉法人日南町

社会福祉協議会

日野郡日南町霞729 平成17年４月１日



平成17年６月10日

鳥取県企画部長 上 場 重 俊

１ 申請のあった年月日

平成17年５月30日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ｢十人十色｣

３ 申請に係る特定非営利活動法人の代表者の氏名

安永 潔

４ 申請に係る特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地

鳥取市用瀬町安蔵991

５ 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的

この法人は､ 高齢者・児童・障害者等に対して､ 社会福祉に関する事業を行い､ 地域社会貢献に寄与するこ

とを目的とする｡

鳥取県告示第472号

鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例 (平成13年鳥取県条例第51号) 第25条第２項の規定に基づきブッポ

ウソウ保護管理事業計画を認定したので､ 同条第３項の規定により告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 住所 米子市青木1116

２ 氏名 日本野鳥の会鳥取県支部 支部長 竹中 稔

３ 保護管理事業の内容

(１) ブッポウソウの生息数を増やすための巣箱の設置

(２) 講演会の開催

(３) 啓発活動の実施

(４) 中国・四国のネットワーク化の推進

(５) 調査研究活動の実施

(６) 標識調査の実施

４ 認定年月日 平成17年６月１日

鳥取県告示第473号

漁船損害等補償法 (昭和27年法律第28号) 第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果､ 田後加入区､

赤碕加入区及び境港加入区について同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めたので､ 同法第1

12条の２第３項の規定により告示する｡

平成17年６月10日

鳥取県知事 片 山 善 博
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調 達 公 告

随意契約の相手方を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成

７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成17年６月10日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達件名及び数量 地方税電子申告システムの導入に伴う税務事務総合電算処理システムの改修及び連

携機能開発業務 一式

２ 契 約 方 式 随意契約

３ 契 約 日 平成17年５月19日

４ 契約の相手方の名称 財団法人鳥取県情報センター

及び所在地 鳥取市東町一丁目220

５ 契 約 金 額 37,075,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 随意契約による理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１項第

２号に該当

７ 契約事務担当部局の 鳥取県総務部税務課

名称及び所在地 鳥取市東町一丁目220

随意契約の相手方を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成

７年政令第372号) 第11条の規定に基づき､ 次のとおり公告する｡

平成17年６月10日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 調達件名及び数量 財務会計システム運営業務 一式

２ 契 約 方 式 随意契約

３ 契 約 日 平成17年４月１日

４ 契約の相手方の名称 財団法人鳥取県情報センター

及び所在地 鳥取市東町一丁目220

５ 契 約 金 額 277,309,830円 (消費税及び地方消費税の額を含む｡)

６ 随意契約による理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１項第

２号に該当

７ 契約事務担当部局の 鳥取県出納局会計管理室

名称及び所在地 鳥取市東町一丁目220
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